
さいたま市監査委員告示第６７号 

地方自治法第１９９条第１４項の規定により、令和３年９月３日付けさいたま市監査

委員告示第６３号で公表した工事監査の結果に基づき、さいたま市長から措置を講じた

旨の報告があったので、別添のとおり告示する。 

令和３年１２月７日 

さいたま市監査委員 大 内 美 幸 

同         工 藤 道 弘 

同         傳 田 ひろみ 

同         神 坂 達 成 



指摘事項等措置報告書

建設局 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

[工事] 

北部建設事務所 

道路安全対策課 

・指扇中学校敷地境界擁壁新設工事 

再生砂の六価クロム溶出試験におい

て、平成１９年１１月１３日付で技術

管理課長から発出された「公共建設工

事における再生コンクリート砂の使用

に係る留意事項について（通知）」に基

づき、六価クロム溶出試験費を計上し

ているが、試験を実施していないこと

から、土壌汚染に係る環境基準に適合

しているか否かを確認する試験を実施

すべきである。 

道路維持課 

・スマイルロード整備工事（Ｒ１市道１

２２５２号線） 

民間が設置した既設のカーブミラー

において、道路法第３２条第１項の規

定に基づく道路の占用許可を受けてい

ないにもかかわらず、一時撤去・再設

置していることから、施工前に現地の

状況を十分に調査し、道路管理者によ

る工作物等の許可状況を確認すべきで

ある。 

 今後は、「公共建設工事における再生コンク

リート砂の使用に係る留意事項について(通 

知)」に基づき、六価クロム溶出試験について

適正に実施するよう、職員に周知徹底を図る 

とともに、受注者に対しても指導し、再発防止

の徹底を図ります。 

 なお、六価クロム試験については実施し、環

境基準に適合していることを確認しました。 

今後は、施工前に現地の状況を十分に調査

し、工作物等の許可状況の確認を適正に実施

して参ります。課内においても職員に周知徹

底を図り、再発防止の徹底を図ります。 



指摘事項等措置報告書

建設局 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

[工事] 

北部建設事務所 

河川整備課 

・普通河川宝来川改修工事（北河Ｒ１）

建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律第１１条に基づく手続にお

いて、工事着手前までに市長へ通知が

成されていないことから、同法に基づ

き、発注者は適正に市長へ通知すべき

である。 

高さが２ｍ以上の作業床の端での作

業において、労働安全衛生規則第５１

９条に基づく作業床の端における墜落

による労働者の危険を防止するための

措置を行っておらず、労働者に危険を

及ぼすおそれがあることから、監督員

は受注者を指導・監督すべきである。

課内において法に基づく手続きについて周

知徹底を行い、建築指導課への事前の通知の

提出について失念の無いように注意喚起を行

い、再発防止の徹底を図ります。 

 労働安全衛生規則について、課内職員に周

知徹底を図るとともに、受注者においても現

場作業時における安全管理について指導・監

督を行ってまいります。 



指摘事項等措置報告書

財政局 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

[施設修繕] 

財政部 

資産経営課 

・北袋町自治会館間仕切り修繕 

修繕仕様書において、検査を書類検

査（現地検査を省略）としたことで、

現地検査が行われていないことから、

さいたま市施設修繕検査要綱第４条に

基づく検査が実施されるように、発注

者は仕様書を的確に作成すべきであ

る。 

・丸ケ崎町自治会館雨漏修繕 

修繕仕様書において、検査を書類検

査（現地検査を省略）としたことで、

現地検査が行われていないことから、

さいたま市施設修繕検査要綱第４条に

基づく検査が実施されるように、発注

者は仕様書を的確に作成すべきであ

る。 

 契約規則、施設修繕検査要綱等の関係規定

を十分に確認した上で、的確に仕様書を作成

するよう徹底した。 

また、施設修繕業務の執行伺には、複数の職

員によるチェックが機能するよう、仕様に関

する関係規定や参考資料を添付することとし

た。 

契約規則、施設修繕検査要綱等の関係規定

を十分に確認した上で、的確に仕様書を作成

するよう徹底した。 

また、施設修繕業務の執行伺には、複数の職

員によるチェックが機能するよう、仕様に関

する関係規定や参考資料を添付することとし

た。 


